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正規職員給与規程 

 

特定非営利活動法人日本セルプセンター 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この正規職員給与規程（以下「規程」という）は、正規職員就業規則第 69条の規

定により、特定非営利活動法人日本セルプセンター（以下「法人」という）の正規職

員（以下「職員」という）に対する給与の決定、計算、支払い方法、締切、支払いの

時期、給与の改定、ならびに賞与等について定める。 

２ この規程に定めのない事項については、個別に結ぶ雇用契約書による。なお、個別

の雇用契約書に定めのない場合は、その都度協議して決めるものとする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、正規職員に適用する。 

 

（給与決定の原則） 

第３条 職員の給与は、法人の支払能力、社会的水準、物価状況および職員の職務遂行能力、

年齢、勤続、職責等を考慮して決定する。 

 

（給与の体系） 

第４条 職員の給与の体系は次のとおりとする。 

（１）基準内給与 

①基本給 

②調整手当 

③役付手当 

（２）基準外給与 

①通勤手当 

②法定内残業手当 

③時間外勤務手当 

④深夜勤務手当 

⑤休日勤務手当 

（３）賞与 
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（４）臨時の給与 

  ①休業手当 

 

（返還義務） 

第５条 本規程および正規職員就業規則に規定する届出を故意に怠り、または虚偽の届出

をなし、不当に給与の支払いを受けた者は、その事実が確認できる時点まで遡って全

額を直ちに返還しなければならない。なお、法人は、この者に対し、懲戒処分を行う

ものとする。                       

２ 本規程および正規職員就業規則に規定する届出を職員の過失により行わなかった

場合は、次のとおり取り扱う。なお、法人は、この者に対して、必要に応じて懲戒処

分を行うものとする。                     

（１）支給額が本来支給すべき金額よりも多く支給されていた場合 

その事実が確認できる時点まで遡って、本来支給すべき金額との差額を返還

させる                          

（２）支給額が本来支給すべき金額よりも少なく支給されていた場合 

差額の精算は行わない 

 

（時 効） 

第６条 給与の支払日より起算して３年以内に受け取らないときは、時効によってその請

求権は消滅する。 

 

 

第２章 給与の内容 

 

第１節 基準内給与 

 

（基本給） 

第７条 基本給は、「職務給」、「年齢給」および「勤続給」をもって構成する。 

２ 職務給は、職務・知職・技能等に応じ「等級格付基準」に定める職務等級に基づき

格付けした別表１「職務給表」により支給する。 

３ 年齢給は、別表２「年齢給表」により支給する。 

４ 勤続給は、毎年３月 21日現在の勤続年数に従い、別表３「勤続給表」により支給

する。ただし、出勤月数が満９か月に満たない場合は勤続年数に算入せず、当該年度

の６月 21日までの新規採用者で出勤月数が満９か月（試用期間を含む）に達した場

合は１年とみなす。 
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（調整手当） 

第８条 調整手当は、給与の調整が必要と法人が認める場合に支給することがある。 

 

（役付手当） 

第９条 役付手当は、役付職に対し、その役付職務に従事する期間中、別表４「役付手当表」

により支給する。 

 

第２節 基準外給与 

 

（通勤手当） 

第 10 条 通勤手当は、職員の住居から勤務場所までの距離が片道 1.5 ㎞以上の者に対し、

所定の届出に基づき、通勤する期間中において、別表５「通勤手当表」により後払い

で支給する。 

（１）公共交通機関を利用する場合     

別表５「通勤手当表」に定める①を支給 

（２）公共交通機関を利用しない場合    

別表５「通勤手当表」に定める②を支給 

（３）通勤経路の途中において利用する公共交通機関がなく、1.5km以上の距離を自

転車または徒歩によらなければならない場合 

      別表５「通勤手当表」に定める①に合算して②を支給 

２ 前項の定めにかかわらず、職員が給与計算期間の中途において入退職する場合な

ど、やむを得ない事情がある場合は、別表５「通勤手当表」によらず、通勤に要した

実費額を支給することがある。 

３ 通勤手当は、住居から勤務場所までの最も経済的、かつ、合理的な経路によって決

定する。よって、職員からの通勤の申告が合理性を欠くと判断した場合は、変更する

場合がある。なお、職員はこれを正当な理由なく拒むことはできない。 

４ 障害のある職員で障害者割引等の適用がある場合は、割引後の額を支給する。 

５ 職員が傷病等により、給与計算期間の所定勤務日すべてにおいて就労しなかった

場合は、その月の通勤手当は支給しない。 

６ 職員は、通勤手当の支給を受け、または転居等により通勤手当に変更がある場合に

は、速やかに「住所兼通勤順路（変更）届」を事務局長に届け出なければならない。

なお、支給開始または変更について、その事実が発生した日が給与計算期間の中途で

ある場合は、第２項による。 

 

（法定内残業手当） 

第 11条 法人は、職員が法定内残業を行った場合は、法人が法定内残業と認める時間に対
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して、次の計算式にて算出した法定内残業手当を支給する。 

【計算式】基準内給与÷（１年間の総所定労働時間数÷12）×1.00×法定内残業時

間数 

２ フレックスタイム制が適用される職員の法定内残業とは、次の時間をいう。 

（１）暦日 31日の場合 

清算期間の所定労働時間を超える部分から 177.1時間以内の時間 

（２）暦日 30日の場合 

清算期間の所定労働時間を超える部分から 171.4時間以内の時間 

（３）暦日 29日の場合 

清算期間の所定労働時間を超える部分から 165.7時間以内の時間 

（４）暦日 28日の場合 

清算期間の所定労働時間を超える部分から 160.0時間以内の時間 

 

（時間外勤務手当） 

第 12条 法人は、職員が法定勤務時間（１日８時間、１週 40時間）を超えて勤務した場合

は、法人が時間外勤務と認める時間に対して、次の計算式にて算出した時間外勤務

手当を支給する。ただし、固定時間外勤務手当が支給されている場合は、その固定

時間を上回った時間に対して支給する。 

（１）1か月 60時間までの時間外労働について 

【計算式】基準内給与÷（１年間の総所定労働時間数÷12）×1.25×60 時間ま

での時間外勤務時間数 

（２）1か月 60 時間を超える時間外労働について 

【計算式】基準内給与÷（１年間の総所定労働時間数÷12）×1.50×60 時間を

超える時間外勤務時間数 

２ 前項の定めにかかわらず、フレックスタイム制が適用される職員については、次

に定める時間を超えて勤務し、法人が時間外勤務と認める時間に対して、前項に定

める計算式にて算出した時間外勤務手当を支払う。 

（１）清算期間の暦日数が 31日の場合 177.1時間を超えて勤務した時間 

（２）清算期間の暦日数が 30日の場合 171.4時間を超えて勤務した時間 

（３）清算期間の暦日数が 29日の場合 165.7時間を超えて勤務した時間 

（４）清算期間の暦日数が 28日の場合 160時間を超えて勤務した時間 

３ 前項の定めにかかわらず、事務局長については、管理監督者に該当するため前項

の定めは適用しない。 

  

（深夜勤務手当） 

第 13 条 法人は、職員が 22 時から翌日５時までの間に勤務した場合は、法人が深夜勤務
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と認める時間に対して、次の計算式にて算出した深夜勤務手当を支給する。 

【計算式】基準内給与÷（１年間の総所定労働時間数÷12）×0.25×深夜勤務時間数 

 

（休日勤務手当） 

第 14条 法人は、職員が法定休日に勤務した場合は、法人が法定休日勤務と認める時間に

対して、次の計算式にて算出した休日勤務手当を支給する。 

【計算式】基準内給与÷（１年間の総所定労働時間数÷12）×1.35×法定休日勤務時

間数 

２ 前項の定めにかかわらず、事務局長については、管理監督者に該当するため前項

の定めは適用しない。 

 

                       

第３節 賞与 

 

（賞与） 

第 15 条 賞与は年２回、支給日に当法人に在籍する者（試用期間中の者を除く）に対し、

原則として、夏季（７月）および年末（12 月）に支給する。ただし、法人の業績、

状況により支給時期を繰り延べまたは支給しないことがある。 

２ 夏季賞与は、前年の 11 月 21 日から当年の５月 20 日までの実績に対し、年末賞

与は当年５月 21日から 11月 20日までの実績に算定する。 

３ 賞与は、当該算定期間における業績と本人の職務成績および出勤率を考慮して支

給する。 

 

第４節 臨時の給与 

 

（休業手当） 

第 16条 職員が法人の責に帰すべき事由により休業した場合は、労働基準法の規定により、

休業１日につき平均賃金の 60％を休業手当として支給する。 

 

第５節 昇・降給、および給与の改定等 

 

（昇・降給） 

第 17条 昇・降給は、毎年１回３月 21日に基本給を対象として行う。ただし、業績により

査定の時期を繰り延べ、または昇・降給しないことがある。 

２ 昇・降給の査定期間は、前年の４月から当年の３月までの給与計算期間とする。 

３ 原則として、職員の満 55歳以降の昇給は行わない。 
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４ 懲戒処分による降格および勤務成績不良等職務不適格事由による人事権の行使

としての降格の場合も、降格後の役職と職務等級により給与を決定する。 

５ 臨時昇給は特に功労があった等昇給の必要が生じた場合に行う。 

６ 昇・降給は、当該年度の職務遂行能力、勤務状況、責任感、協調性、貢献度等を

総合的に勘案のうえ行う。 

  

（給与の改定） 

第 18条 物価および業績等に著しい変動がある場合は、基準内給与を改定し、場合により

基準外諸手当の改定を行うことがある。 

２ 給与改定を想定して初任給を定めた新規採用者については前項の定めにかかわ

らず給与改定は行わない。 

 

  

第３章 給与の支払および計算 

 

第１節 給与の支払 

 

（給与の支払） 

第 19条 法人は、給与の全額を職員が指定する本人名義の金融機関口座への振込みにより

支払う。 

２ 法人は、前項の定めにかかわらず、次に掲げるものを控除して給与を支払うこと

ができる。 

（１）源泉所得税 

（２）住民税（市町村民税および都道府県民税） 

（３）健康保険、厚生年金保険および介護保険の被保険者負担分の保険料 

（４）雇用保険の被保険者負担の保険料 

（５）労使協定で定めるもの 

３ 法人は、職員に対する給与の支払に際し、支給額および控除額等の内訳を記載し

た支払明細書を交付する。 

 

（給与の計算期間および支払期日） 

第 20条 給与は、前月 21日から当月 20日までの勤務分を当月末日に支払う。ただし、支

払日が金融機関等の休日にあたるときは、その前日等に支払う。また、業務の都合

でやむを得ない場合は、支払日を他の日に繰り上げ、または繰り延べることがある。 
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（給与の非常時払い） 

第 21条 職員または職員の収入によって生計を維持する者が、次の各号に該当し、給与の

非常時支払いを請求したときは、法人は、「既往の労働」に対する給与を当該事実が

あった日から７日以内に支払う。 

（１）結婚した場合 

（２）出産した場合 

（３）災害を受けた場合 

（４）疾病にかかった場合 

（５）死亡した場合 

（６）その他法人が特に必要と認めた場合 

２ 前項第５号の場合における給与を受取る者の遺族の範囲および順位は、退職金支

給規程第７条（退職金を受ける遺族）によるものとする。 

 

第２節 給与の計算 

 

（給与の一部控除等） 

第 22条 法人は、本規定および正規職員就業規則に特に定めがある場合を除き、職員の不

就労時間および不就労日については、次の計算式によって算出した金額を給与から

控除する。ただし、法人がやむを得ないと認める場合は控除しないことがある。 

（１）遅刻、早退または私用外出により１日の所定労働時間の一部を就労しなか

った場合 

【計算式】｛（基準内給与＋通勤手当）÷（１年間の総所定労働時間数÷12）｝

×不就労時間数                      

（２）欠勤等により１日の所定労働時間の全部を就労しなかった場合 

【計算式】｛（基準内給与＋通勤手当）÷（１年間の総所定勤務日数÷12）｝×

不就労日数                                

（３）給与計算期間内に実際に出勤した日数が１日もない場合 

「基本給＋諸手当」の全額を支給しない。 

２ 前項の定めにかかわらず、年次有給休暇または有給の休暇を取得した場合につい

ては、所定労働時間就労したときに支払われる通常の給与を支給する。 

 

（平均賃金） 

第 23条 平均賃金は、次の算式によって計算した額とする。 

【計算式】（直前の給与締切日より起算した３か月間の給与総額）÷３か月間の総

日数 

２ 前項の計算において、給与総額には、臨時に支給した給与および３か月を超える
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期間ごとに支給した給与は算入しない。 

３ 採用後３か月未満の者については、第１項の期間は採用後の期間とする。 

 

（時間計算の端数処理） 

第 24条 不就労または時間外勤務等の時間計算は、当該給与計算期間の末日において合計

し、時間未満の端数が生じたときは、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を１時

間に切り上げることとする。 

 

（給与計算の単位） 

第 25条 給与計算の単位は円とし、円未満は原則として支給については切り上げ、控除を

する場合については切り捨てとする。 

 

（中途採用、中途退職等の計算） 

第 26条 職員が給与計算期間の中途において入職、退職および復職、休職した場合は、次

の計算式にて日割計算して支給する。 

【計算式】｛（基準内給与＋通勤手当）｝÷（１年間の総所定勤務日数÷12）｝×就労

日数 

 

（手当の中途適用、中途除外等の計算） 

第 27条 給与計算期間の中途で手当を適用または除外するときは、原則として本規程第 22

条により日割計算とする。 

２ 前項の定めにかかわらず、通勤手当については第 10条第２項を適用する。 

 

 

第４章 雑則 

 

（改廃） 

第 28条 この規程は、関係諸法令の改正、法人の経営状況または社会経済情勢その他やむ

を得ない事由によりその必要がある場合には、職員を代表する者との協議の上、常

任理事会の決定により改正または廃止することができる。 

 

 

附 則 
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（施行） 

第１条 この規程は、平成 13年４月１日より施行する。 

 

（改正履歴） 

第２条 この規程の改正履歴は、次のとおりである。 

（１）平成 17年６月 23日一部改正 

（２）平成 22年４月１日一部改正 

（３）平成 24年３月 21日一部改正 

（４）平成 27年３月 24日一部改正 

（５）令和３年 12月 21日一部改正 

（６）令和５年３月 21日一部改正 

（７）令和６年３月 21日一部改正 

（８）令和７年３月 21 日一部改正  
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別表１ 職能給表 

 

尚、別表１を基準に中途採用者の給与を決定する  

中途採用者の経歴年数加算は原則として次のとおりとし、１年につき２号を基準とする。  

 同業同種          80～100% 

 同業異種、異業同種     50～80% 

 異業異種          30～60%  
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別表２ 年齢給表 

支給基準 金 額 支給範囲 

満年齢１歳について １００円 満 45歳まで、以降据置き 

 

別表３ 勤続給表 

年度 金 額 年度 金 額 年度 金 額 

１ @300 300円 ８  3,000円 15  6,300円 

２  600円 ９  3,400円 16  6,800円 

３ @400 1,000円 10  3,800円 17  7,300円 

４  1,400円 11 @500 4,300円 18  7,800円 

５  1,800円 12  4,800円 19  8,300円 

６  2,200円 13  5,300円 20  8,800円 

７  2,600円 14  5,800円 21 @200 9,000円 

以降 200円増 

 

別表４ 役付手当表 

役付職名 金 額 

事務局長 ６５，０００円 

事務局長代理 ６０，０００円 

部長 ５０，０００円 

課長 ４０，０００円 

主任 ５，０００円 

 

別表５ 通勤手当表 

 摘 要 金 額 

① 電車、地下鉄、バス等の

公共交通機関を利用して

通勤する者 

最も経済的、かつ、合理的な路線定期代実費として５０，０００円まで

とする。 

なお法人より片道１km 未満の電車・地下鉄の最寄り駅からのバスの定

期代は支給しない。 

② 片道 1.5km 以上の距離よ

り通勤する者で公共交通

機関がないため徒歩によ

り通勤する者 

１，５００円 

 



 

正給‐12 

 

住所兼通勤順路（変更）届 

      

特定非営利活動法人日本セルプセンター 事務局長 殿 

 

届出日：令和  年  月  日 

届出者：          印 

 

下記のとおりお届けいたします。 

 

記 

 

申請区分 ☐ 新規          ☐ 住所変更 

☐ 運賃改定        ☐ 通勤経路の変更 

☐ その他（                               ） 

事由発生日 令和   年   月   日 

住 所 〒 

 

通勤順路 利用交通機関 乗車区間 １か月定期額 

  ～   円 

  ～   円 

  ～   円 

  ～   円 

  ～   円 

   合計  円 

特記事項  

 

 

・通勤手当は、住居から勤務場所までの最も経済的、かつ、合理的な経路路による（電車・地下鉄等の定期は、

二社まで通しで購入した場合の所要額とする）。 

・障害のある職員で障害者割引等の適用がある場合は、割引後の額を支給する。 

 

事務局長 経理担当者 総務担当者 

/ / / 

  
 

 



 

 

特定非営利活動促進法第 54条第２項第３号に定める事項を記載した書類 

 

 

１ 資金に関する事項［①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項］ 

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54 条第２項第３号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第 32 条第１項各号に対応しています。以下同じです。 

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター 事 業 年 度 
令和 6年 4月 1日～ 

令和 7年 3月 31 

 

⑴ 収益の源泉別の明細 

収  益  源  泉  の  内  訳 金       額 

会費収入 17,832,000 円 

事業収入 199,399,266 円 

委託金収入 66,732,000 円 

助成金収入 6,500,000 円 

参加費収入 2,238,000 円 

寄附金収入 1,491,000 円 

雑収入 1,288,304 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

合                   計 295,480,570 円 

 

 

⑵ 借入金の明細 

借       入       先 金       額 

該当なし 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

合                  計 円 

 

 ⑶ その他 

なし 

 

 
 

書式第１７号（法第５５条関係） 



２ 取引の内容に関する事項［③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 ロ 役員等との取引］

⑴ 収益の生ずる取引の上位５者

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

55,099,000 円 委託金

34,020,511 円 印刷、作業

18,844,901 円 委託金、印刷、物品、作業

15,938,813 円 物品、印刷、作業

11,539,104 円 作業

⑵ 費用の生ずる取引の上位５者

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

45,737,857 円 印刷、作業費仕入

20,000,000 円 委託費

11,200,821 円 作業費仕入

9,111,330 円 事務所賃料等

8,380,427 円 物品、作業

⑶ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡（棚卸資産を含む。）

取引先の氏名等
法人との

関 係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲 渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

名刺台紙
R6.4.1～

R7.3.31
28,820 円

定価販売

1箱 1,000枚

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。）

取 引 先の 氏 名 等
法人との

関 係
貸付資産の内容

貸 付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

ハ 役務の提供（施設の利用等を含む。）

取 引 先 の 氏 名 等
法人との

関 係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

印刷
R6.4.1～

R7.3.31 46,205,848 円 請求書による

作業
R6.4.1～

R7.3.31 33,398,060 円 請求書による

物品
R6.4.1～

R7.3.31 40,953,988 円 請求書による

円

円

円

円

円

円

円



３ 寄附者に関する事項［④寄附者（役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20 万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日］ 

 

 

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日 

該当なし 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



４ 役員等に対する報酬又は給与の状況［⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロを除く。)、ロ 給

与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額］

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者（注１）（以下「役員等」という。）に対する報酬又は給与の支給について

記載してください。

（注１）「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロを除く。)                                             

氏 名 職 名
法人との関係

（注２）

報酬・給与の

区 分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 R6.4.1 ～

R7.3.31

7,945,760

（注２）注１の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 31 日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

8人 42,948,429円



５ 支出した寄附金に関する事項［⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日］

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

R6.3.29 500,000 円 災害支援金

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

６ 海外への送金等に関する事項［⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施日］

実 施 日 使          途 金   額

該当なし.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円

.    . 円



 

 

 

認定基準等チェック表 （第３表）        （初葉） 

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

３ 運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること 

 イ  役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ３分の１以下であること 
✔ 

   ⑴  役員及びその親族等 

   ⑵  特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等 

 ロ  各社員の表決権が平等であること 

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記 

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること 

ニ  支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと 

 イ 

   項  目 

 

 

 

 

区  分 

役員数 

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数 

割 合 

 

（②÷①） 

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数 

割 合 

 

（④÷①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

ⓐ 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日  
28人 0人 0％ 0人 0％ 

ⓑ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓒ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓓ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓔ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓕ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

申 請 時 
人 人 ％ 人 ％ 

（注１） 各欄の人数等は、第３表付表１「役員の状況」から転記してください。 

（注２） ③及び⑤については、小数点以下第２位を切り捨てた数値を記載してください。 

 

  ロ 

各社員の表決権が平等である ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時 

 上記を証する書類の名称とその内容等 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ   

  

（注意事項） 

・ 認定基準等チェック表（第3表）は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記ロの記載の必要はありません。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、

添付を省略することができます。 

書式第７号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

 

第３表（次葉） 

ハ 

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時 

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

㊟ 該当する項目を○で囲み、監査証明書又は第３表付表２「帳簿組織の状況」を添付してください。 

 ニ 

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時 

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

  

（注意事項） 

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。 

 
 

「認定基準等チェック表」（第３表）記載要領 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

イの各欄 

 

区分欄の「ⓐ～ⓕ」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度（又は各年）を記載します。 

第３表付表１「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。 

 

ロの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 

 「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款（又は会則）第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。 

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。 

ハの各欄 

 

 

該当する一方を「○」で囲みます。 

なお、「ⓐ」から「ⓕ」については、イに記載する各期

間（「ⓐ」から「ⓕ」）を示したものです。 

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

に「○」した場合には監査証明書を添

付してください。 

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「はい」に「○」

した場合には、第３表付表２「帳簿組

織の状況」を記載し添付してくださ

い。 

ニの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 

なお、「ⓐ」から「ⓕ」については、イに記載する各期

間（「ⓐ」から「ⓕ」）を示したものです。 

 

 

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。 

 

記載要領の補足 



役 員 の 状 況 第３表付表１

法人名
特定非営利活動法人

日本セルプセンター
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申 請 時

役 員 数 ２８人 人 人 人 人 人 人

⑴ 最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
０人 人 人 人 人 人 人

⑵ 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

０人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏 名 住 所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時
就任・退任

年月日

髙江 智和理 理事
○

平成 25 年 7 月 19 日就任

日下 貴博 理事

○

令和１年６月 14 日就任

松田 賢雄 理事
○

令和１年６月 14 日就任

黒沼 祐蔵 理事

○

令和１年６月 14 日就任

小林 香 理事

○

令和１年６月 14 日就任

檜山 太一 理事

○

平成 29 年 7 月 19 日就任

黒川 亨 理事

○

平成 29 年 7 月 19 日就任

竹村 絵里 理事

○

令和１年６月 14 日就任

小澤 啓洋 理事 ○ 令和 5 年 6 月 30 日就任

書式第８号（法第４４条･５１条･５８条関係）



寺口 能弘 理事

○

平成 26 年 4 月 1 日就任

小池 邦子 理事

○

平成 27 年 7 月 19 日就任

澤田 和秀 理事

○

平成 27 年 7 月 19 日就任

田辺 義明 理事

○

平成 23 年 7 月 19 日就任

西岡 俊雄 理事

○

平成 25 年 7 月 19 日就任

倉田 裕 理事

○

平成 29 年 7 月 19 日就任

藤田 公智 理事

○

令和 3 年 6 月 24 日就任

柏原 敏昭 理事

○

令和 5 年 6 月 30 日就任

竹内 聖典 理事

○

令和 5 年 6 月 30 日就任

三藤 賢次 理事

○

令和 5 年 6 月 30 日就任

三橋 一巳 理事

○

平成 27 年 7 月 19 日就任

渡邊 大吾 理事

○

令和 5 年 6 月 30 日就任



中尾 富嗣 理事

○

令和 5 年 6 月 30 日就任

竹内 一 理事
○

令和 5 年 6 月 30 日就任

花宮 良治 理事

○

平成 27 年 7 月 19 日就任

松久保 和俊 理事

○

平成 29 年 7 月 19 日就任

小林 克彦 理事

○

令和１年６月 14 日就任

北山 文子 監事

○

令和 3 年 6 月 24 日就任

野々下 哲也 監事

○

平成 29 年 7 月 19 日就任

（注意事項）

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事

項について、添付を省略することができます。



 

 

   

 帳 簿 組 織 の 状 況        第３表付表２ 

法人名 

 

特定非営利活動法人日本セルプセンター 

 

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間 

現金出納帳 
エクセル使用 

ルーズリーフ 
都度 10年 

総勘定元帳 

会計ソフト（TKC戦略経営者

メニュー21）にて管理し、決

算時に装丁帳簿保管 

都度 10年 

仕訳日記帳（振替伝票） 

会計ソフト（TKC戦略経営者

メニュー21）にて管理し、決

算時に装丁帳簿保管 

都度 10年 

給与台帳 

給与計算ソフト（やよいの給

与計算）使用 

ルーズリーフ保管 

月次 10年 

棚卸資産台帳 
エクセル使用 

ルーズリーフ保管 
都度 10年 

    

    

    

    

    

（記載要領） 

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。 

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。 
・ 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した内容に変更 

 がないときは、添付を省略することができます。 

 

書式第９号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

 

認定基準等チェック表 （第４表）          （初葉） 

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

４ 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること 

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと 
✔ 

ロ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと 

 ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が８０％以上であ

ること 

 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の７０％以上を特定非営利活動の事業費に充てていること 

 
イ 

 

 
項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時  

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動 
有 ・ ○無  有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動 
有 ・ ○無  有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動 

有 ・ ○無  有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

 

ロ 

 

 
項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時  

 
役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無 

有・○無  有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無 

有・○無  有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無 
有・○無  有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無 

有・○無  有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

  

（注意事項） 

・ 「認定基準等チェック表（第4表）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表（次葉）」（ハ及びニ）の記載及び添付の必要はありま

せん。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。 

書式第１０号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



認定基準等チェック表 （第５表） 

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター ﾁｪｯｸ欄 

５ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること 

✔ 

 イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの） 

 ロ 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 ニ 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類 

ヘ 助成の実績を記載した書類 

 

 

 

 

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。 

※閲覧に関する細則（社内規則）等がある場合には、その細則（社内規則）等を添付してください。 

同  意  

 
○する   しない 

イ 

① 事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面） 

② 役員名簿 

③ 定款等（定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し） 

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの 

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

ニ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

ホ 

次の事項を記載した書類 

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項 

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位５者との取引 

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引 

④ 寄附者（役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日 

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況 

a  役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（b に係る部分を除く。） 

b  給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日  

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日 

へ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し 

 

（注意事項） 

・認定基準等チェック表第５表は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及び添

付する必要があります。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。 

書式第１３号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

 

 

  認定基準等チェック表 （第６表） 

６ 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第２８条に規定する事業報告書等を同法第

２９条の規定により所轄庁に提出していること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

 

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  

 

認定基準等チェック表 （第７表） 

７ 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと 

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

✔ 

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実 

その他公益に反する事実の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申 請 時 

有 ・ ○無  有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  注・認定基準等チェック表（第７表）は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及

び添付する必要があります。 

 

 

認定基準等チェック表 （第８表） 

８ 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過し

ていること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

 

  

事業年度    月   日～   月   日 設立年月日 平成   年   月   日 

  

 

（注意事項） 

・ 法第５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）

は、記載する必要はありません。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）の記載の必要はありません。また、法第

５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。 

 
 

認定基準等チェック表 （第６、７、８表） 

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター 

書式第１４号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

 

欠格事由チェック表 

法人名 特定非営利活動法人日本セルプセンター ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。 
１ 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 

✔ 

イ  認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しないもの 

 ロ  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな
い者 

ハ  特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等（注１）若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

二  暴力団の構成員等（注２） 

２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 
３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 
４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しない法人（認
定、特例認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その４」並び
に関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります）。 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 
６ 次のいずれかに該当する法人 
イ 暴力団 
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 

 

 １ 役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無  

  イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から５年を経過しない者の有無 

有 ・ ○無  

 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

５年を経過しない者の有無 
有 ・ ○無  

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受

けることがなくなった日から５年を経過しない者の有無 

有 ・ ○無  

二 暴力団の構成員等の有無 有 ・ ○無  

  

 ２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 はい・いいえ  

 

３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい・いいえ 

 

４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過

しない法人 
はい・いいえ 

添付

書類 

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記４に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書  

「その４」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること     

（注１）その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること 

（注２）役員報酬規程等提出書には添付不要 

 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 はい・いいえ 

 

６ 次のいずれかに該当する法人 

 イ 暴力団 はい・いいえ 

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・いいえ 
 

書式第１５号（法第４４条･５１条･５８条関係） 


